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歳
費
は
、
議
員
の
任
期
が
開
始
す
る
日
か
ら
任
期
の
終
わ
る
日
ま

で
支
給
す
る

歳
費
は
、
任
期
の
開
始
す
る
日
か
ら
支
給
し
、
任
期
満
限
、
辞
職
、
退
職
又
は
除
名
の
場
合
に
は
そ
の
日
ま
で
、
死
亡

の
場
合
に
は
そ
の
当
月
分
ま
で
支
給
す
る
。

歳
費
の
額
は
、
月
額
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
月
の
途
中
か
ら
又
は
月
の
途
中
ま
で
支
給
す
る
と
き
は
、
日
割

り
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。

な
お
、
議
員
が
当
選
無
効
又
は
選
挙
無
効
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
日
ま
で
の
歳
費
を
支

給
す
る
。

（
注
）
第
百
七
十
六
回
国
会
に
お
け
る
国
会
議
員
の
歳
費
、
旅
費
及
び
手
当
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十

九
号
）
に
よ
り
、
歳
費
を
月
の
途
中
か
ら
又
は
月
の
途
中
ま
で
支
給
す
る
と
き
は
、
死
亡
等
の
場
合
を
除
き
、
日
割
計
算
に

よ
っ
て
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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立
法
事
務
費
は
、
議
院
に
お
け
る
各
会
派
に
交
付
す
る

立
法
事
務
費
は
、
議
院
に
お
け
る
各
会
派
（
政
治
資
金
規
正
法
―
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
―
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
で
議
院
に
お
け
る
そ
の
所
属
議
員
が
一
人
の
場
合
を
含
む
）
に
こ
れ
を
交
付
す
る
。
会
派
を
結
成
し

た
と
き
は
、
そ
の
代
表
者
か
ら
会
派
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
、
所
属
議
員
数
、
所
属
議
員
の
氏
名
及
び
立
法
事
務
費

の
経
理
責
任
者
の
氏
名
を
議
長
に
届
け
出
る
こ
と
を
要
す
る
。
届
け
出
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
。

な
お
、
会
派
を
結
成
し
た
際
に
、
立
法
事
務
費
辞
退
届
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

立
法
事
務
費
の
交
付
を
受
け
る
会
派
の
認
定
は
、
議
院
運
営
委
員
会
が
こ
れ
を
行
う
。

参
照　

一
一
四
号

一
一
九　

参
議
院
予
備
金
支
出
の
件
は
、
次
の
常
会
に
お
い
て
報
告
し
承
諾

を
求
め
る

参
議
院
予
備
金
を
支
出
す
る
に
は
、
事
前
に
、
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
、
議
院
運
営
委
員
会
の
承
認
を
経
る
こ
と
を

立
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歳
費
、
立
法
事
務
費
及
び
参
議
院
予
備
金　
　

（
一
一
八
、
一
一
九
）

要
し
、
支
出
し
た
予
備
金
に
つ
い
て
は
、
議
院
運
営
委
員
長
が
こ
れ
を
次
の
常
会
の
始
め
に
お
い
て
議
院
に
報
告
し
て

承
諾
を
求
め
る
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
十
五
回
国
会
（
特
別
）　

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員
長
寺
尾
豊
君
は
、
昭
和

二
十
六
年
度
参
議
院
予
備
金
支
出
の
件
に
つ
い
て
報
告
し
承
諾
を
求
め
た
（
第
十
四
回
国
会
は
、
召
集
三
日
目
に
衆
議

院
解
散
に
よ
り
閉
会
と
な
っ
た
）
。

第
五
十
五
回
国
会
（
特
別
）　

昭
和
四
十
二
年
三
月
十
八
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員
長
鍋
島
直
紹
君
は
、

昭
和
四
十
年
度
及
び
昭
和
四
十
一
年
度
参
議
院
予
備
金
支
出
の
件
に
つ
い
て
報
告
し
承
諾
を
求
め
た
（
第
五
十
四

回
国
会
は
、
召
集
日
に
衆
議
院
解
散
に
よ
り
閉
会
と
な
っ
た
）
。

第
六
十
三
回
国
会
（
特
別
）　

昭
和
四
十
五
年
二
月
十
九
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員
長
徳
永
正
利
君
は
、

昭
和
四
十
三
年
度
及
び
昭
和
四
十
四
年
度
参
議
院
予
備
金
支
出
の
件
に
つ
い
て
報
告
し
承
諾
を
求
め
た
（
第
六
十

二
回
国
会
開
会
中
の
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
常
会
の
召
集
詔
書
が
公
布
さ
れ
た
が
、
同
年
十
二
月
二
日
衆
議
院
解
散
に

よ
り
常
会
は
開
か
れ
な
か
っ
た
）
。

第
七
十
一
回
国
会
（
特
別
）　

昭
和
四
十
八
年
一
月
三
十
一
日
の
会
議
に
お
い
て
、
議
院
運
営
委
員
長
植
木
光
教
君
は
、

昭
和
四
十
六
年
度
及
び
昭
和
四
十
七
年
度
参
議
院
予
備
金
支
出
の
件
に
つ
い
て
報
告
し
承
諾
を
求
め
た
（
第
七
十

回
国
会
開
会
中
の
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
一
日
に
常
会
の
召
集
詔
書
が
公
布
さ
れ
た
が
、
同
月
十
三
日
衆
議
院
解
散
に
よ
り
常
会



一
五
二

は
開
か
れ
な
か
っ
た
）
。


